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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

1 平成26年11月7日
保管場所及びアクセスルートの設定における分散配置，保管数量，

ルート分散等の考え方を示すこと。

審査会合

（平成26年11月13日）

にて説明

H26.11.13

資料1-1　島根原子力発電所２号炉　可搬型重大事故等対処設

備保管場所及びアクセスルートについて

P6,7,8

2 平成26年11月7日
溢水影響評価において，タンク本体が破損した場合でも止水目的で

はない遮へい壁に期待できることを説明すること。

審査会合

（平成26年11月13日）

にて説明

H26.11.13

資料1-1　島根原子力発電所２号炉　可搬型重大事故等対処設

備保管場所及びアクセスルートについて

P53

3 平成26年11月7日
斜面の崩壊・すべりの評価において，代表断面選定の考え方を示すこ

と。また，各代表断面の地層データの出典元を示すこと。

審査会合

（平成26年11月13日）

にて説明

H26.11.13

資料1-1　島根原子力発電所２号炉　可搬型重大事故等対処設

備保管場所及びアクセスルートについて

P34,56

4 平成26年11月7日
Ss機能維持設計の構造物が損壊した場合のアクセスルートへの影響

及び対応方針についても示すこと。

審査会合

（平成26年11月13日）

にて説明

H26.11.13

資料1-1　島根原子力発電所２号炉　可搬型重大事故等対処設

備保管場所及びアクセスルートについて

P43,44

5 平成26年11月7日
可搬型設備接続箇所へのホース敷設ルート，車両寄り付き場所を示

すこと。

審査会合

（平成26年11月13日）

にて説明

H26.11.13

資料1-1　島根原子力発電所２号炉　可搬型重大事故等対処設

備保管場所及びアクセスルートについて

P13～16

6 平成26年11月7日
溢水状況，放射線量，環境温度などの状況に応じてアクセスルート

を選択する方針であることを示すこと。

審査会合

（平成26年11月13日）

にて説明

H26.11.13

資料1-1　島根原子力発電所２号炉　可搬型重大事故等対処設

備保管場所及びアクセスルートについて

P87,88

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

7 平成26年11月7日
フィルタベントのエクステンションバルブ操作（人力操作）の所要時間

を考慮すること。

審査会合

（平成26年11月13日）

にて説明

H26.11.13

資料1-1　島根原子力発電所２号炉　可搬型重大事故等対処設

備保管場所及びアクセスルートについて

P101

8 平成26年11月7日
降雪時，凍結時であっても高所に保管された大型可搬設備を坂道を

用いて安全に運搬できることを示すこと。

審査会合

（平成26年11月13日）

にて説明

H26.11.13

資料1-1　島根原子力発電所２号炉　可搬型重大事故等対処設

備保管場所及びアクセスルートについて

P3

9 平成26年11月7日 考慮すべき自然現象の抽出過程を説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月9日）

にて説明

島根原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現

象としては，国内で発生し得る事象に加え，欧米の基準等で示され

ている事象を用い網羅的に収集した55事象を母集団とする。収集し

た55事象について，「影響を与えるほど接近した場所に発生しない事

象」等の除外基準を用いて，島根原子力発電所において設計上想

定すべき事象を抽出している。

（EP-061改18　1.0.2－17,18参照）

10 平成26年11月7日
第２保管エリアにおける溢水防止対策の具体的な内容を説明するこ

と。

ヒアリング

（令和元年12月9日）

にて説明

第2保管エリアを44m盤のガスタービン発電機建物周辺から，溢水防

止対策として密閉式貯水槽とした「輪谷貯水槽（西）」の上に変更

した。

なお，第2保管エリア周辺の溢水水位評価結果より，第2保管エリア

の最大溢水水位は約0cmであり，溢水による影響はない。

（EP-061改18　1.0.2－42,445,487参照）

11 平成26年11月7日
第２，４保管エリアの溢水水位においても保管している重大事故等

対処設備への影響がないことを説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月9日）

にて説明

第2保管エリアの最大溢水水位は約０cmであり，保管している重大

事故等対処設備への影響はない。

第4保管エリアは，ヒアリング時（H26.11.7），予備の可搬型設備

を配置する保管場所として設定していたが，予備の可搬型設備も2

号炉原子炉建物から100m以上の離隔を確保することとしたため，

当該エリアを保管場所として設定することを取り止めることとし，第5保

管エリアを第4保管エリアとして再設定した。なお，再設定した第4保

管エリアの最大溢水水位は約21cmであり，保管している重大事故

等対処設備への影響はない。

（EP-061改18　1.0.2－42,445,487参照）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

12 平成26年11月7日
保管場所に配備されている重大事故等対処設備を一覧表で示すこ

と。

ヒアリング

（令和元年12月9日）

にて説明

保管場所に保管する可搬型重大事故等対処設備等を，3.(1)の第

3-1表「保管場所における主要可搬型設備」及び第3-2表「保管場

所等における主要設備」に追加した。

（EP-061改18　1.0.2－31～36参照）

13 平成26年11月7日 緊対所へのアクセスルート設定の考え方を説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月9日）

にて説明

緊急時対策所までのアクセスルートは，基準地震動Ssの影響を受け

ないルートを少なくとも1ルート設定する。

（EP-061改18　1.0.2－12参照）

14 平成26年11月7日
アクセスルートにおける段差発生箇所の復旧作業の成立性について整

理すること。

ヒアリング

（令和元年12月9日）

にて説明

段差については，液状化及び揺すり込み不等沈下により15cm（緊

急車両が徐行により走行可能な段差量）を越える段差の発生を想

定しているが，あらかじめ段差緩和対策を行うことでアクセスは可能で

ある。

万一，アクセスルートに影響がある場合は，迂回又は重機による仮

復旧を実施する。なお，段差復旧用として配備している砕石を用いて

ホイールローダにより，1箇所40cmの段差を復旧した場合，約10分

で作業を実施できることを確認した。

（EP-061改18　1.0.2－97,105,207,208参照）

15 平成26年11月7日
ボンベ等の転倒防止策に関して，ボルト強度等の観点から信頼性を

示すこと。

ヒアリング

（令和元年12月9日）

にて説明

地震発生時にアクセスルート周辺に転倒する可能性のある常置品及

び仮置資機材がある場合，固縛等の転倒防止処置を実施する。ま

た，万一，周辺にある常置品及び仮置資機材が転倒した場合で

あっても，通行可能な通路があるか，通路幅がない場合であっても迂

回又は乗り越えが可能であることを確認している。なお，常設のボンベ

については，ボンベが転倒した場合を考慮し，ボンベ固定器具の耐震

補強による転倒防止を実施する。

（EP-061改18　1.0.2－120参照）

16 平成26年11月7日
ボンベ転倒については内容物の噴出や転倒後の周囲設備の破損など

二次的影響についても考慮すること。

ヒアリング

（令和元年12月9日）

にて説明

アクセスルート周辺にある常設のボンベが転倒した場合を考慮し，ボン

ベ固定器具の耐震補強による転倒防止の実施又はアクセスルート近

傍から撤去する。

A-事故時サンプリング室の窒素ガスボンベについては，アクセスルートに

影響を与えない箇所へ移動した。

（EP-061改18　1.0.2－248~251参照）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

17 平成26年11月7日
アクセスルートにおける照明及び通信の確保について考え方を示すこ

と。

ヒアリング

（令和元年12月9日）

にて説明

○屋内アクセスルート通行時における照明の確保

　電源喪失等により建物内の通常照明が仕様できない場合，緊急

時対策要員は中央制御室に配備しているヘッドライト，懐中電灯，

LEDライトを使用することで，操作場所へのアクセス，操作が可能で

ある。また，通常照明が使用できない場合に使用を期待できる照明

器具として，電源内蔵型照明を建物内に設置しており，屋内作業へ

の影響はない。

○屋内アクセスルート通行時における通信の確保

　緊急時対策要員から中央制御室への報告，中央制御室から緊急

時対策要員への指示は，通常の連絡手段（所内通信連絡設備

（ハンドセットステーション）及び電力保安通信用電話設備）が使用

できない場合でも，有線式通信設備等の通信手段にて実施すること

が可能であり，屋内作業への影響はない。

（EP-061改18　1.0.2－252,253参照）

18 平成27年7月29日 ホース敷設ルートに関して，再検討すること。

ヒアリング

（令和元年12月9日）

にて説明

ヒアリング時（H27.7.29），輪谷貯水槽（東1）（東2）及び輪

谷貯水槽（西1）を代替淡水源として設定しており，指摘事項は，

「原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の輪谷貯水槽（東）を水源と

した原子炉圧力容器への注水手順」における，輪谷貯水槽（東）

周辺のホース敷設ルートに対するものである。

現在，代替淡水源を輪谷貯水槽（西1）（西2）に見直してお

り，これらを水源とした大量送水車による注水手順におけるホース敷

設ルートに見直したところである。

本ホース敷設ルート（アクセスルート）は，地震時においても仮復旧

なしで通行が可能である。また，万一，通行できない場合には，ホー

ス敷設ルート（サブルート）を経由した迂回又はホース敷設ルート

（アクセスルート）を重機による仮復旧を実施する。

（EP-061改18　1.0.2－169,170,520～534参照）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

19 平成27年7月29日
建物の倒壊範囲を図示した上で，アクセスルートの幅員が十分に確

保できることを説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月9日）

にて説明

敷地内構造物等の損壊時の影響範囲を示した図を追加した。

アクセスルート近傍の障害となり得るとして抽出した構造物のうち，耐

震Sクラス（Ss機能維持含む）以外の構造物については，基準地

震動Ssによりがれきが発生するものとしてアクセスルートへの影響評価

を実施し，建物等の損壊に伴うがれきの発生を想定しても，必要な

幅員（3m）を確保可能であることを確認した。

（EP-061改18　1.0.2－65～68,317～347参照）

20 平成27年7月29日
アクセス環境を確保するために開放されるブローアウトパネルの許可上

の位置付けについて検討すること。

ヒアリング

（令和元年12月9日）

にて説明

ISLOCA時に期待する原子炉建物ブローアウトパネルは，設置許可

基準規則第46条における常設重大事故防止設備と位置付けてい

る。
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

22 令和元年12月9日
屋外アクセスの②が全て“又は”となっているが，どのルートがどれに該当

するのか説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

屋外アクセスルートが「基準地震動Ssによる被害（周辺構造物の損

壊等）の影響を受けないルート」に該当する旨を記載した。

（EP-061改19(説)　8ページ参照）

（EP-061改19　1.0.2－11r1,12r1参照）

○220kV第二島根原子力幹線No.1鉄塔及びNo.2鉄塔

設置位置近傍には，第2保管エリア及び44m盤アクセスルートがある

が，鉄塔基礎の安定性に影響を及ぼす要因について評価を行い，

影響がないことを確認する。

また，耐震評価を実施のうえ，基準地震動Ssにより倒壊しないことを

確認する。

○66kV鹿島支線No.3鉄塔及びNo.2-1鉄塔

保管場所及びアクセスルートから十分離れており影響はないが，鉄塔

基礎の安定性に影響を及ぼす要因について評価を行い，影響がない

ことを確認する。

万一，送電線の垂れ下がりによる通行支障が発生した場合であって

も，迂回又はケーブルカッターによる切断等の対応が可能であり影響

はない。

○通信用無線鉄塔

設置位置近傍には，第１保管エリア及び50m盤アクセスルートがある

が，耐震評価を実施のうえ，基準地震動Ssにより倒壊しないことを

確認する。

○第2-66kV開閉所屋外鉄構

設置位置近傍には，44m盤アクセスルートがあるが，耐震評価を実

施のうえ，基準地震動Ssにより倒壊しないことを確認する。

○500kV島根原子力幹線No.1，No.2及びNo.3

保管場所及びアクセスルートから十分離れており影響はないが，鉄塔

基礎の安定性に影響を及ぼす要因について評価を行い，影響がない

ことを確認する。

（EP-061改18　1.0.2－38～40,65～68,182～184参照）

鉄塔倒壊時の影響評価を再検討すること。平成27年7月29日21

ヒアリング

（令和元年12月9日）

にて説明

技術的能力　添付資料1.0.2　6/30



No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

23 令和元年12月9日
第２保管エリアが“ー”になっているが理由を説明すること。

また，電源だけ記載している理由を説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

第２保管エリアに高圧発電機車を配置しないため，“ー”としている旨

を追記した。

また，離隔距離を確保する対象設備の考え方，具体的な対象設備

を追記した。

（EP-061改19(説)　9ページ参照）

（EP-061改19　1.0.2－8r1参照）

24 令和元年12月9日
保管場所に配備する可搬型設備を説明すること。

また，各保管場所に配備する可搬型設備の考え方を説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

各保管場所に配備する可搬型設備及びその考え方について追記し

た。

（EP-061改19(説)　10ページ参照）

（EP-061改19　1.0.2－31r1参照）

25 令和元年12月9日 設定方針に関する島根の設定結果を説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

屋外アクセスルートが「基準地震動Ssによる被害（周辺構造物の損

壊等）の影響を受けないルート」に該当する旨を記載した。

（EP-061改19(説)　8ページ参照）

（EP-061改19　1.0.2－11r1,12r1参照）

26 令和元年12月9日
②，③，④の対応に使用するルートを説明すること。

また，土石流の復旧について説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

代替措置のうち②，③，④の対応手段におけるルート図を追記した。

また，土石流に対するアクセスルートの復旧作業として，土砂の転圧

及び撤去の作業時間を追記した。

（EP-061改19　1.0.2－483r1,486r1,486r1-1～7参照）

27 令和元年12月9日 ※６の耐震性の説明箇所について整理すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

設置許可基準規則第９条にて耐震性を確認したタンク等について

は，技術基準規則第12条にて説明する旨を記載した。

（EP-061改19　1.0.2－340r1参照）

28 令和元年12月9日
３ｍの設定根拠について，ホースを敷設した場合も考慮している旨説

明すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

アクセスルート上に敷設するホースのうち，最大サイズのホース敷設幅

及び敷設条数を考慮している旨を追記した。

（EP-061改19(説)　25ページ参照）

（EP-061改19　1.0.2－66r1,327r1参照）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

29 令和元年12月9日 10分後に歩行可能となる理由を説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

タンク等からの溢水が，敷地形状により管理事務所東側の道路を流

下することから，歩行及び可搬型設備のアクセスに影響がない旨を記

載した。

（EP-061改19(説)　30ページ参照）

（EP-061改19　1.0.2－84r1,445r1参照）

30 令和元年12月9日 各地点の敷地高さ（ＥＬ）を説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

浸水深の時系列データの抽出地点の敷地高さ（EL）を記載した。

（EP-061改19　1.0.2－439r1参照）

31 令和元年12月9日 溢水水位19cmがどこのことか説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

開口部に堰等を設置している場合は，下階へ排出を考慮せず溢水

水位を算出している旨を追記した。

（EP-061改19(説)　35ページ参照）

（EP-061改19　1.0.2－267r1参照）

32 令和元年12月9日 耐震裕度がない機器で耐震補強した設備があるか説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

基準地震動Ssによる耐震評価を実施し，耐震補強なしで耐震裕度

がある旨を追記した。

（EP-061改19(説)　34ページ参照）

（EP-061改19　1.0.2－255r1参照）

33 令和元年12月9日 非常招集連絡がない場合の参集方法について詳細に説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

非常招集連絡がない場合の参集方法について，社内規程に基づき

定めている旨追記した。

（EP-061改19(説)　36ページ参照）

（EP-061改19　1.0.2－149r1,281r1参照）

34 令和元年12月9日 要員参集シミュレーションについて，実施した回数を説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

要員参集シミュレーションについて，実施回数及び過去実施した調査

と比較した結果を追記した。

（EP-061改19(説)　37ページ参照）

（EP-061改19　1.0.2－286r1参照）

35 令和元年12月9日 サブルートをアクセスルートとして設定するのか説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

サブルートの位置付けについて追記した。

（EP-061改19(説)　7ページ参照）

（EP-061改19　1.0.2－11r1,12r1参照）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

36 令和元年12月9日
漏えいによる影響が考えられる場合としてどのような対応があるのか説

明すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

薬品タンクからの漏えいによる影響がない旨記載した。

（EP-061改19(説)　27ページ参照）

（EP-061改19　1.0.2－81r1,82r1参照）

37 令和元年12月9日 免震重要棟の位置づけについて説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

免震重要棟は，設置許可基準規則に基づく発電用原子炉施設に

は該当せず，要員の待機場所として使用する旨を追記した。

（EP-061改19　1.0.2－340r1参照）

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

段差緩和対策の評価結果について，詳細設計段階で説明する旨記

載した。

（EP-061改19　1.0.2－353r1参照）

詳細設計段階にて説明 －

39 令和元年12月9日 Nについて，排水経路・排水路の大きさについて説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

降水の集水範囲Ａ，Ｆ，Ｎの幹線排水路及び各排水設備の仕様

を記載した。

（EP-061改19　1.0.2－311r1,313r1参照）

40 令和元年12月9日 ダクトの耐震補強を実施したことによる火災影響がないこと。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

ダクトの転倒防止対策により，ダクト外部に火災の影響が及ばない旨

記載した。また，ケーブル内にて火災が発生した場合を考慮して，発

電所に常駐している自衛消防隊による消火活動が実施できる旨記載

した。

（EP-061改19(説)　53ページ参照）

（EP-061改19　1.0.2－195r1,196r1参照）

41 令和元年12月9日 現場確認後，一旦戻ることがないことを説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

作業現場に向かう際には必要な防護具を携帯する運用のため一旦戻

る時間の考慮は不要である旨記載した。

（EP-061改19(説)　76ページ参照）

（EP-061改19　1.0.2－275r1参照）

42 令和元年12月9日 拡大図で取水する際のホース敷設ルートを説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

取水する際のホース敷設ルートを記載した。

（EP-061改19(説)　68,69ページ参照）

38 令和元年12月9日 段差緩和対策について詳細設計（工認）で説明すること。
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

43 令和元年12月9日 アクセス性に対して影響がないことを説明すること。

ヒアリング

（令和元年12月17日）

にて説明

可搬型設備（車両）のすれ違いを考慮しても，十分な道路幅を確

保している旨追記した。

（EP-061改19(説)　71ページ参照）

（EP-061改19　1.0.2－516r1参照）

44 令和元年12月17日 アクセスルートとサブルートの設定方針について整理し説明すること。

審査会合

（令和元年12月24日）

にて説明

屋外アクセスルートの設定方針及び選定結果について，アクセスルー

トとサブルートの整理を明確化した。

（資料1-2-1　8,9ページ参照）

（資料1-2-3　1.0.2－11,12,13参照）

45 令和元年12月17日 交互通行について，可搬型設備の待機場所等を用いて説明すること。

審査会合

（令和元年12月24日）

にて説明

屋外アクセスルートの道幅が狭い箇所について，可搬型設備（車

両）の交互通行する際の運用を追記した。

（資料1-2-1　72ページ参照）

（資料1-2-3　1.0.2－116,512,523参照）

46 令和元年12月17日 地震，津波におけるサブルートの考え方について説明すること。

審査会合

（令和元年12月24日）

にて説明

サブルートのうち，津波時及び津波の起因事象である地震時にアクセ

ス性を期待しないルートを明確化した。

（資料1-2-3　1.0.2－28参照）

47 令和元年12月17日 転圧操作について，保管場所からの移動時間を説明すること。

審査会合

（令和元年12月24日）

にて説明

転圧区間までの移動時間も含めた作業時間について明記した。

（資料1-2-1　15ページ参照）

（資料1-2-3　1.0.2－483,489～494参照）

48 令和元年12月17日 適合状況概要のうち，津波に関して考え方を説明すること。

審査会合

（令和元年12月24日）

にて説明

津波を考慮して，可搬型設備を防波壁の内側に保管及び2セットの

うち少なくとも1セットは高台に保管することを追記した。

（資料1-2-1　5,6,7,63ページ参照）

（資料1-2-3　1.0.2－3,4,8参照）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

49 令和元年12月17日 保管場所設定の考え方について整理し説明すること。

審査会合

（令和元年12月24日）

にて説明

第3保管エリアと第4保管エリアは，100m以上の離隔距離を確保で

きないことから，2セットある可搬型設備は互いに配置しないことを追記

した。

（資料1-2-3　1.0.2－9参照）

50 令和元年12月17日 可搬型設備のすれ違いについて，通常時と区別し説明すること。

審査会合

（令和元年12月24日）

にて説明

屋外アクセスルートの道幅が狭い箇所について，可搬型設備（車

両）の交互通行する際の運用を追記した。

（資料1-2-1　72ページ参照）

（資料1-2-3　1.0.2－116,512,523参照）

51 令和元年12月17日
保管場所の設定方針のうち，分散配置が可能な設備の定義につい

て説明すること。

審査会合

（令和元年12月24日）

にて説明

分散配置が可能な可搬型設備の対象が，2セットある可搬型設備で

あることを追記した。

（資料1-2-1　7,49,63ページ参照）

（資料1-2-3　1.0.2－3,4,8参照）

52 令和2年2月5日
保管場所周辺構造物の評価方針及び評価結果について説明するこ

と。

ヒアリング

（令和2年3月13日）

にて説明

保管場所及びアクセスルートの耐震設計・評価方針分類が「耐震評

価」の構造物（設置許可基準規則第9条及び技術基準規則第12

条において耐震性を説明するものを除く）の評価方針を追記した。

また，評価結果については免震重要棟を除き，詳細設計段階で示

す旨追記した。

（EP-061改33(説1)　25～27,40～42ページ参照）

（EP-061改33　1.0.2－340r1～340r1-2参照）

53 令和2年2月5日
輪谷貯水槽（西側）の地中埋設に関する説明について整理し，説

明すること。

ヒアリング

（令和2年3月13日）

にて説明

輪谷貯水槽は半地下構造物であるため浮き上がり評価を実施し，浮

き上がりによる影響がないことを確認した。

（EP-061改33(説1)　28,30ページ参照）

（EP-061改33　1.0.2－50r1,57r1参照）

54 令和2年2月5日 浮上がり評価について図で分かりやすく説明すること。

ヒアリング

（令和2年3月13日）

にて説明

段差緩和対策例（浮き上がり）について，図を修正した。

（EP-061改33(説1)　46ページ参照）

（EP-061改33　1.0.2－103r1-1参照）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

55 令和2年2月5日 サブルートの評価について説明すること。

ヒアリング

（令和2年3月13日）

にて説明

サブルートは「地震及び津波を考慮すると使用できない可能性がある

が，使用が可能な場合に活用するルート」であり，地震による影響評

価の対象外であることから，表題等の記載を屋外アクセスル―トからア

クセスルートに変更した。

（EP-061改33(説1)　33ページ参照）

（EP-061改33　1.0.2－65r1,66参照）

56 令和2年2月5日
※１（設置許可基準規則9条，技術基準規則12条において耐震

性を示すもの）について，どの段階で説明するか，説明すること。

ヒアリング

（令和2年3月13日）

にて説明

設置許可基準規則9条，技術基準規則12条において耐震性を示

す構造物について，耐震設計・評価方針分類を「工事認可」に変更

した。

なお，設計方針及び評価結果は詳細設計段階で示す。

（EP-061改33(説1)　26,41,60ページ参照）

（EP-061改33　1.0.2－338r1～340r1参照）

57 令和2年2月5日 保管場所の埋戻土の範囲について説明すること。

ヒアリング

（令和2年3月13日）

にて説明

保管場所の埋戻土の範囲を平面図で示した。

（EP-061改33(説1)　29ページ参照）

（EP-061改33　1.0.2－50r1,50r1-1参照）

58 令和2年3月13日
斜面上の鉄塔の損壊に対する影響評価について，斜面上にあること

を踏まえ説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

66kV 鹿島支線No.3 鉄塔， 500kV 島根原子力幹線No.1 鉄

塔，500kV 島根原子力幹線No.2 鉄塔及び500kV 島根原子力

幹線No.3 鉄塔については，地震により倒壊し，斜面上を滑落する

場合を想定しても，送電線の実長からアクセスルートに到達しないこと

を確認することを追記した。

（EP-061改45(説3)　118ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－73～75参照）

59 令和2年3月13日
OFケーブルタンク，補助ボイラサービスタンクの対応内容について，防

油堤の耐震性を踏まえ説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

基準地震動Ｓｓにより防油堤の損壊も考えられるが，周囲の地下ダ

クト内に流下するため，地上部のアクセスルートへの影響はないことを

追記した。

（EP-061改45　1.0.2－83参照）

60 令和2年3月13日 サブルートを含む場合の表現について明確にすること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

アクセスルートの用語の定義を示し，サブルートを含む場合の表現を明

確化した。

（EP-061改45(説3)　10ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－598参照）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

61 令和2年3月13日 「耐震評価」の対象地震動について説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

基準地震動Ssを用いた地震応答解析を実施することを追記した。

（EP-061改45(説3)　29,44ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－374,375参照）

62 令和2年3月13日 重油タンク溢水防止壁の評価基準について考え方を説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

曲げ及びせん断照査において，許容応力以下であることを確認するよ

う記載を見直した。

（EP-061改45(説3)　44ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－375参照）

63 令和2年3月13日 残留沈下量が小さいとしていることを説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

アクセスルート南側における鉛直方向の相対変形量が8cmであること

を追記した。

（EP-061改45(説3)　50ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－119参照）

64 令和2年3月13日 第４保管エリア以外の場所においても配置の考え方を説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

各保管エリアにおける可搬型設備の保管方法について追記した。

（EP-061改45(説3)　31ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－51～53参照）

65 令和2年4月22日
第３保管エリアがEL33mとなっているがエリア内で傾斜があるため，エ

リア全体が津波の影響を受けないか説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

第３保管エリアの標高をEL13～33mに見直した。

また，エリア全体について，施設護岸にEL15mの防波壁等を設置す

ることにより，基準津波は敷地（保管場所含む）に到達しないことを

追記した。

（EP-061改45(説3)　62,63ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－534参照）

66 令和2年4月22日 限りのある平地について具体的に説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

限りのある平地の表現として，敷地内の平地部に切土地盤（岩

盤）が少ないという表現に見直した。

（EP-061改45(説3)　64ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－535参照）

技術的能力　添付資料1.0.2　13/30



No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

67 令和2年4月22日 溢水評価における評価条件を説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

溢水伝播挙動評価モデルでは，排水路及び壁による第４保管エリア

方向への溢水影響軽減効果を考慮していないことを追記した。

（EP-061改45(説3)　69,70ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－471,472,480参照）

68 令和2年4月22日

・土砂撤去の作業安全確保について詳細に説明すること。

・基準への適合方針を詳細に説明すること。

・土石流発生時，どのルートを通行し，どのような対応を実施するのか

説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

・土砂撤去作業は，ニ次災害の発生を防止するため，天候や現場

状況の確認を行ったうえで実施することを追記した。

・基準への適合方針について，アクセスル―トの確保の考え方を詳細

に記載した。

・土石流が発生した場合の対策内容（アクセスルートの確保，可搬

型設備の確保，原子炉注水等に使用する水源の確保，可搬型設

備への燃料補給手段の確保）を詳細に記載した。

（EP-061改45(説3)　71～81ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－520～532参照）

69 令和2年4月22日
土石流発生時のルートをサブルートからSAルートとしたことを説明するこ

と。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

土石流が発生し第２保管エリア及び一部のアクセスルートに影響が及

んだ場合は，土石流の影響を受けるおそれのないアクセスルート（要

員）を使用し，サブルートは使用しないことを追記した。

（EP-061改45(説3)　71,73,75ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－520,521,525参照）

70 令和2年4月22日 新たに設置するルートについて詳細に説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

土石流が発生した場合でも，緊急時対策所から第３及び第４保管

エリアに要員が移動できるよう，土石流の影響を受けないアクセスルー

ト（要員）を設置することを追記し，詳細図を見直した。

（EP-061改45(説3)　71,73～75ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－520～525参照）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

71 令和2年4月22日
ディーゼル燃料貯蔵タンクからの燃料抜き取り手順をSA手順とした理

由を説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

土石流が発生した場合，ガスタービン発電機用軽油タンクを使用した

燃料補給ができなくなることを追記した。

（EP-061改45(説3)　71,73～75,77,80,81ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－520～525,527,528,531,532参照）

72 令和2年4月22日
地震や津波を踏まえた上で，サブルートの使用方法について説明する

こと。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

サブルートは，地震及び津波時に期待しないルートと位置付けるた

め，地震及び津波の影響評価の対象外であることを明記した。

（EP-061改45(説3)　84ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－608参照）

73 令和2年4月22日
タンクローリの想定時間の変更に伴う，有効性評価への影響について

タイムチャートを用いて説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

有効性評価シナリオのうち，雰囲気圧力・温度による静的負荷（格

納容器過圧・過温破損）におけるタイムチャートを追記し，想定時間

の変更に伴う影響がない旨説明を追記した。

（EP-061改45(説3)　85,86ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－612,614参照）

74 令和2年4月22日
トンネルのコンクリートへの影響等，外部火災による影響を受けること

がない根拠について説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

第二輪谷トンネルの外部火災による影響を受けない考え方を追記し

た。

（EP-061改45(説3)　92,93ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－337～339参照）

75 令和2年4月22日 迂回路が複数のアクセスルートに含まれることを説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

屋内アクセスルートを複数設定し，屋内アクセスルートは，アクセス

ルートと迂回路を設定することを明記した。

（EP-061改45　1.0.2－7,18参照）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

76 令和2年4月22日 最も狭い箇所を説明すること。（距離等）

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

第１保管エリアの通路のうち最も狭い通路幅を示し，可搬型設備の

うち最大幅の大型送水ポンプ車の車両幅を考慮しても，通行に支障

はないことを追記した。

また，各保管場所うちの最小離隔距離を示し，可搬型設備同士等

が互いに干渉しない設計であることを追記した。

（EP-061改45(説3)　97～104ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－600～607参照）

77 令和2年4月22日
第４保管エリアの一部埋戻部があるが，保管している可搬型設備へ

の影響について説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

第４保管エリアの可搬型設備（α及び予備を除く）は，切土地盤

（岩盤）上に保管し，通行範囲の埋戻部はあらかじめコンクリート置

換等の対策を実施するため，影響がないことを追記した。

（EP-061改45(説3)　30,103,104ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－51,602,607参照）

78 令和2年4月22日 第４保管エリアは一部埋戻部があるので，傾斜について説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

第４保管エリアの可搬型設備（α及び予備を除く）は，切土地盤

（岩盤）上に保管し，通行範囲の埋戻部はあらかじめコンクリート置

換等の対策を実施するため，不等沈下及び傾斜に対する評価から除

くことを追記した。

（EP-061改45(説3)　30,103,104ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－51,602.607参照）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

79 令和2年4月22日 第１・４保管エリアの噴砂による堆積量について詳細に説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

第１保管エリアは一部に埋戻部が存在することから，詳細設計段階

において決定する地下水位が埋戻部下端以浅となる場合，噴砂によ

る不陸の影響の評価を実施し，不陸の発生が想定される場合は，あ

らかじめ路盤補強等の対策を行う方針を記載した。第４保管エリアの

可搬型設備（ α及び予備を除く）は，切土地盤（岩盤）上に保

管し，通行範囲の埋戻部はあらかじめコンクリート置換等の対策を実

施することから，噴砂による不陸の影響はないことを追記した。

（EP-061改45(説3)　31,99,100,103,104ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－52,601,602,604,607参照）

80 令和2年4月22日 先行との比較結果を説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

先行プラントにおける地震及び津波の影響を受けない海水取水箇所

（重大事故等対処設備）の確保状況を追記した。

（EP-061改45(説3)　105ページ参照）

81 令和2年4月22日 信頼性を有するサブルートの位置付けを説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

「３号炉取水管点検立坑」までのルートは，サブルートとして位置付け

ると記載を見直した。

（EP-061改45(説3)　105～107ページ参照）

（EP-061改45　1.0.2－192～195,200参照）

82 令和2年4月22日 屋外のアクセスルートにサブルートが含まれるのか説明すること。

ヒアリング

（令和2年5月11日）

にて説明

屋外アクセスルートのうちサブルートは，地震および津波時に期待しな

いルートであるため，影響評価の対象外とすることを追記した。

（EP-061改45　1.0.2－19参照）

83 令和2年5月11日 全体方針と個別手順とがわかるように説明すること。

審査会合

（令和2年5月18日）

にて説明

全体方針として，土石流が発生した場合の重大事故等対応の流れ

を追記した。また，個別手順として，海を水源とした注水手順とディー

ゼル燃料貯蔵タンクを使用した燃料抜取り手順の成立性の説明を追

加した。

（資料2-1　78ページ参照）

（資料2-3　1.0.2－527参照）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

84 令和2年5月11日
ディーゼル燃料貯蔵タンクを使用した場合，有効性評価の成立性に

影響がないことをタイムチャート上で説明すること。

審査会合

（令和2年5月18日）

にて説明

有効性評価におけるディーゼル燃料貯蔵タンクを使用した成立性確認

（全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG失敗）＋SRV再閉

失敗＋HPCS失敗）のタイムチャートを追加した。

（資料2-1　83ページ参照）

（資料2-3　1.0.2－533参照）

85 令和2年5月11日 鉄塔の評価方法について詳細に説明すること。

審査会合

（令和2年5月18日）

にて説明

島根原子力発電所に接続されている66kV鹿島支線，220kV第二

島根原子力幹線及び500kV島根原子力幹線の外部電源線の鉄塔

他について，アクセスルートの周辺構造物として，損壊時の影響評価

方針を追記した。

（資料2-3　1.0.2－541参照）

86 令和2年5月11日 基準適合させるアクセスルートについて説明すること。

審査会合

（令和2年5月18日）

にて説明

屋外アクセスルートの設定において，屋外アクセスルートの用語の定義

を追加した。

（資料2-1　10ページ参照）

（資料2-3　1.0.2－13参照）

87 令和2年5月11日 地滑りについて，降水起因であることを説明すること。

審査会合

（令和2年5月18日）

にて説明

地滑りについて，降水に起因して発生する地滑り及び土石流を考慮

していることを追記した。

（資料2-1　15ページ参照）

（資料2-3　1.0.2－20参照）

88 令和2年5月11日 復旧に期待しないアクセスルートが土石流であることを説明すること。

審査会合

（令和2年5月18日）

にて説明

土砂撤去作業による復旧には期待しないアクセスルートが，土石流危

険区域①～⑥が掛かる範囲のアクセスルートであることを追記した。

（資料2-1　72ページ参照）

（資料2-3　1.0.2－520照）

89 令和2年5月11日 垂直掘削以外の傾斜部について，何箇所あるのか説明すること。

審査会合

（令和2年5月18日）

にて説明

垂直掘削以外の傾斜部を2箇所抽出し，追記した。

（資料2-3　1.0.2－111,112参照）

90 令和2年5月11日 地山と埋戻部との境界部を選定し判断基準について説明すること。

審査会合

（令和2年5月18日）

にて説明

地山と埋戻部との境界部を4箇所抽出し，判定式及び判断基準に

ついて追記した。

（資料2-1　46ページ参照）

（資料2-3　1.0.2－111,112参照）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

91 令和2年5月11日 ｎ設備を移設することを説明すること。

審査会合

（令和2年5月18日）

にて説明

土石流が発生した場合でも，土石流の影響を受けない第３及び第

４保管エリアに保管する可搬型設備を用いて，重大事故等の対応が

できるよう，第１保管エリアに保管していたｎ設備と第４保管エリアに

保管していた予備を入れ替えることを追記した。

（資料2-1　74ページ参照）

（資料2-3　1.0.2－521参照）

92 令和2年5月11日 高台の定義について説明すること。

審査会合

（令和2年5月18日）

にて説明

２セットある可搬型設備のうち少なくとも１セットは，自主的に第４保

管エリア（EL8.5m）以外の高台に保管場所を確保することを追記

した。

（資料2-1　63ページ参照）

（資料2-3　1.0.2－535参照）

93 令和2年5月11日 海を水源とした手順が従前からSA手順であることを説明すること。

審査会合

（令和2年5月18日）

にて説明

ディーゼル燃料貯蔵タンクを使用した燃料補給手順を，自主対策手

順からSA手順に変更したことを追記した。

（資料2-1　74ページ参照）

（資料2-3　1.0.2－522参照）

94 令和2年5月11日 海を水源とした手順の想定時間の設定根拠について説明すること。

審査会合

（令和2年5月18日）

にて説明

輪谷貯水槽（西）を水源とした注水等の想定時間は，移動時間

＋操作時間に余裕を見て設定したことを追記した。また，海を水源と

した注水等については，所要時間目安が輪谷貯水槽（西）を水源

とした注水等の想定時間以内であり，有効性評価の想定時間内で

対応可能であることを追記した。

（資料2-1　78,79ページ参照）

（資料2-3　1.0.2－527,528参照）

95 令和2年5月11日 壁との離隔距離について説明すること。

審査会合

（令和2年5月18日）

にて説明

車両と免震重要棟遮蔽壁間は，免震重要棟遮蔽壁は移動しないこ

とから，車両の変位量以上の離隔距離を確保することを追記した。

（資料2-1　99ページ参照）

（資料2-3　1.0.2－605参照）

96 令和2年5月11日 出入口Aの周辺斜面について，安定性を説明すること。

審査会合

（令和2年5月18日）

にて説明

第二輪谷トンネルの出入口における斜面の安定性評価については，

アクセスルート周辺斜面の安定性評価において説明する旨を追記し

た。

（資料2-1　94ページ参照）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

97 令和2年5月11日 屋外アクセスルートが複数あることが図でわかるよう説明すること。

審査会合

（令和2年5月18日）

にて説明

複数のアクセスルートとして，緊急時対策所を起点とした「①１，２

号炉原子炉建物南側を経由したルート」と「②第二輪谷トンネルを経

由したルート」の２ルートを示す図を追加した。

（資料2-1　12ページ参照）

98 令和２年10月20日
保管場所・アクセスルートの周辺斜面及び敷地下斜面について，他の

条文の斜面との関連を総括表に整理すること。
本日回答

「保管場所アクセスルートに影響するおそれのある斜面」，「耐震重要

施設及び常設重大事故等対処施設の周辺斜面」及び「上位クラス

施設（耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設）の周辺斜

面」の各該当斜面を示し，審査項目間の関係性を整理した。

（EP-061改76(説6)　11ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-410参照）

99 令和２年10月20日 液状化・地下水位について，検討方針を詳細に説明すること。 本日回答

保管場所及びアクセスルートの周辺斜面の液状化影響を考慮したす

べり安定性評価については，「耐震重要施設及び常設重大事故等

対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」 の審査を反映

した周辺斜面の評価フロー及び盛土斜面における液状化範囲の検討

フローを適用した旨，説明を拡充した。

（EP-061改76(説6)　13ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-407参照）

100 令和２年10月20日 設置許可基準規則との対応を説明すること。 本日回答

保管場所及びアクセスルートの周辺斜面に係る設置許可基準規則の

該当条文及び確認内容を整理した。

（EP-061改76(説6)　6ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-406参照）

101 令和２年10月20日 地すべり②を取り扱う理由を説明すること。 本日回答

岩盤斜面上へ盛土を施工していることから，岩盤斜面と盛土斜面の

同時崩壊の検討を行った旨を追記した。

（EP-061改76(説6)　54～58ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-450～454参照）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

102 令和２年10月20日
地すべり②について，岩盤斜面と盛土斜面の同時崩壊について説明

すること。
本日回答

岩盤部を通るすべり面のすべり安定性が確保されていることを確認する

ことで，岩盤斜面と盛土斜面の同時崩壊が生じないことを確認した旨

を追記する。

（EP-061改76(説6)　54～58ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-450～454参照）

103 令和２年10月20日 ③-③’断面を表と図を整合し，説明すること。 本日回答

図と表の整合がとれていなかったため，適正化を図った。

（EP-061改76(説6)　40～42ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-439～441参照）

104 令和２年10月20日
斜面⑧，⑨について，液状化との関係性について説明することととも

に，⑧が⑨を包絡している理由を説明すること。
本日回答

保管場所及びアクセスルートの周辺斜面の液状化影響を考慮したす

べり安定性評価については，「耐震重要施設及び常設重大事故等

対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」 の審査を反映

した周辺斜面の評価フロー及び盛土斜面における液状化範囲の検討

フローを適用した旨，説明を拡充した。

（EP-061改76(説6)　28ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-431参照）

105 令和２年10月20日 すべり面の設定方法について説明すること。（⑫，⑬，⑭断面） 本日回答

当該断面のすべり安全率を算定するすべり面については，簡便法によ

るすべり面及びシーム等の弱層を通るすべり面を設定すること及び応力

状態から必要に応じてすべり面を追加設定することの説明を追記した。

（EP-061改76(説6)　62～74ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-457～464参照）

106 令和２年10月20日
抑止杭を設置する斜面に関して，埋戻土，盛土に関して液状化の

観点から説明すること。
本日回答

抑止杭を設置する斜面上部に埋戻土が存在することから，３次元浸

透流解析結果の大局的な地下水位分布の傾向を参照した結果，

埋戻土部の地下水位は，埋戻土層下端より十分に低いことから，液

状化影響を考慮しない旨を説明する。

（EP-061改76　1.0.2-506参照）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

107 令和２年10月20日
移動層が杭の間を抜けない根拠及び不動層への根入れの考え方につ

いて説明すること。
本日回答

抑止杭設置前の斜面において，すべり安定性評価を実施し,すべり安

全率の評価基準値1.0を下回るすべり面が形成するすべり土塊のう

ち，最大となる土塊を移動層とし，それより下層を不動層とした旨の

説明を追記した。

（EP-061改76(説6)　88～91ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-511参照）

108 令和２年10月20日
鉄塔評価断面について，⑫断面で代表できる理由を詳細に説明する

こと。
本日回答

鉄塔評価断面以外の他グループである⑫-⑫’断面に代表させていたこ

とを見直し，鉄塔評価断面の比較により評価対象断面を選定するこ

とを追記した。

（EP-061改76(説6)　47～52ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-445～449参照）

109 令和２年10月20日
杭の配置されていない斜面の許容せん断抵抗力について説明するこ

と。
本日回答

抑止杭が配置されていない範囲については，斜面高さが相対的に低

く，安定性が高い旨の説明を追記した。

（EP-061改76(説6)　84～86ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-472，473参照）

110 令和２年10月20日
杭配置の３次元的な考え方について説明すること。（断面の追加

等）
本日回答

抑止杭の平面配置の考え方は，シームすべりを３次元的に捉え，す

べり土塊全体を必要本数の杭で抑止するものであり，すべり方向に対

し直交方向に単列配置する旨の説明を追記した。

（EP-061改76(説6)　84～94ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-472～476参照）

111 令和２年10月20日 減衰定数の考え方について説明すること。 本日回答

抑止杭の減衰定数を岩盤の減衰定数である３％とした場合の影響

検討を実施した。その結果，減衰定数５％の結果と同値であり，結

果に影響がないことを確認した旨を追記した。

（EP-061改76(説6)　115～116ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-514参照）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

112 令和２年10月20日 シームに関するSＧに関して説明すること。 本日回答

杭間の岩盤又はシームのせん断抵抗力SGについては，抑止杭のせん

断抵抗力の算出において，保守的にゼロに設定する旨の説明を追記

した。

（EP-061改76(説6)　106ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-504，505参照）

113 令和２年10月20日 ③-③’断面のシームすべりについて説明すること。 本日回答

シームを通るすべり面について安定性を有していることを確認した旨を

追記した。

（EP-061改76(説6)　41ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-441参照）

114 令和２年10月20日 区間１，２の境界設定の考え方について説明すること。

ヒアリング

（令和2年11月17日）

にて説明

区間１，２の境界設定の考え方について，説明を拡充した。

（EP-061改68(説4)　7ページ参照）

（EP-061改68　1.0.2－121r1参照）

115 令和２年10月20日 大量送水車の保管場所の設定の考え方を説明すること。

ヒアリング

（令和2年11月17日）

にて説明

大量送水車の保管場所を，使用場所及び用途に分けて記載した。

（EP-061改68(説4)　23,28ページ参照）

（EP-061改68　1.0.2－33r1,34r1,676r1参照）

116 令和２年10月20日 吸管の仕様，作業性について説明すること。

ヒアリング

（令和2年11月17日）

にて説明

吸管の仕様及び吸管を用いた場合の作業性について記載した。

（EP-061改68(説4)　17ページ参照）

（EP-061改68　1.0.2－567r1参照）

117 令和２年10月20日 変更前後の作業時間の違いについて説明すること。

ヒアリング

（令和2年11月17日）

にて説明

海水取水に使用する大型送水ポンプ車の手順と大量送水車の手順

における，変更前後の作業時間及び作業内容の違いについて明記し

た。

（EP-061改68(説4)　18,19ページ参照）

（EP-061改68　1.0.2－568r1,568r1-1参照）
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118 令和２年10月20日 大量送水車２台を使用したSA手順へ変更する手順を説明すること。

ヒアリング

（令和2年11月17日）

にて説明

大量送水車２台を使用したSA手順へ変更する手順を追記した。ま

た，大量送水車２台を使用したSA手順の成立性について追記した。

（EP-061改68(説4)　22,23ページ参照）

（EP-061改68　1.0.2－570r1～571r1参照）

119 令和２年10月20日
岩盤面の傾斜が1：0.7の場合，地表面の傾斜が最大5％程度とな

る理由を説明すること。

ヒアリング

（令和2年11月17日）

にて説明

岩盤面の傾斜が1：0.7の場合，地表面の傾斜が最大5％程度とな

る根拠を記載した。

（EP-061改68(説4)　7ページ参照）

（EP-061改68　1.0.2－121r1参照）

120 令和２年10月20日 区間A-Cの地質構成について説明すること。

ヒアリング

（令和2年11月17日）

にて説明

３号炉北西側アクセスルート全線における地質断面図を掲載した。

（EP-061改68(説4)　7ページ参照）

（EP-061改68　1.0.2－121r1参照）

121 令和２年10月20日 選定フローと滑落評価の関係性について説明すること。

ヒアリング

（令和2年11月17日）

にて説明

影響評価方法選定フローの設備対策【選定結果】に滑落評価の位

置付けについて記載した。

（EP-061改68(説4)　13ページ参照）

（EP-061改68　1.0.2－583r1ページ参照）

122 令和２年10月20日
図４，５の鉄塔について，断面図等を用いてアクセスルートへの影響

を説明すること。

ヒアリング

（令和2年11月17日）

にて説明

構内鉄塔９基について，鉄塔とアクセスルートの位置関係が把握でき

る断面図を掲載した。

（EP-061改68　1.0.2－586r1-1～586r1-9ページ参照）

123 令和２年10月20日 鉄塔への入力条件等について説明すること。

ヒアリング

（令和2年11月17日）

にて説明

使用する基準地震動Ssや入力地震動の考え方等，解析の入力条

件について記載した。

（EP-061改68　1.0.2－587r1,588r1,590r1-1,591r1ページ

参照）

124 令和２年10月20日
大量送水車のｎとαの考え方を説明すること。

また，予備の兼用の考え方について説明すること。

ヒアリング

（令和2年11月17日）

にて説明

保管場所の基本的な配置概要に，大量送水車の保管場所の考え

方を使用場所及び用途毎に記載した。

また，予備の兼用の考え方を追記した。

（EP-061改68(説4)　23,28ページ参照）

（EP-061改68　1.0.2－32r1～39r1-1,676r1参照）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

125 令和２年10月20日
土石流発生に備えた対応を実施するための判断基準について，保管ア

クセスにおいて説明すること。

ヒアリング

（令和2年11月17日）

にて説明

降水に起因して発生する土石流を考慮することから，気象庁による大

雨特別警報（「避難勧告等に関するガイドライン（内閣府）」に基づ

く警戒レベル5（災害の発生情報）相当）発表の判断指標の一つで

ある「3時間雨量」及び「48時間雨量」を海水注水切替判断等を決

定・実施するための判断基準として設定し，社内規程に定める。

（EP-061改68(説4)　24～27ページ参照）

（EP-061改68　1.0.2－565r2～566r2-3参照）

126 令和２年11月13日
簡易雨量計について，常設／可搬，設置場所，計測精度について説

明すること。

ヒアリング

（令和2年11月17日）

にて説明

簡易雨量計の仕様について，可搬型重大事故等対処設備とし，設

置場所及び計測精度について記載した。

（EP-061改68(説4)　27ページ参照）

（EP-061改68　1.0.2－566r2-2,3参照）

127 令和２年11月13日
簡易雨量計の設備の位置付け（可搬ＳＡ／自主）について説明する

こと。

ヒアリング

（令和2年11月17日）

にて説明

簡易雨量計は，「可搬型の重大事故等対処設備」と位置付ける旨

を記載した。

（EP-061改68(説4)　27ページ参照）

（EP-061改68　1.0.2－566r2-2,3参照）

128 令和２年11月13日 雨量計の測定方式の違い，気象検定品の内容について説明すること。

ヒアリング

（令和2年11月17日）

にて説明

常設気象観測設備，可搬式気象観測装置及び簡易雨量計の測

定方式及び気象検定の内容について記載した。

（EP-061改68(説4)　27ページ参照）

（EP-061改68　1.0.2－566r2-2,3参照）

129 令和２年11月13日
代替淡水源から海を水源とする原子炉等への注水に切り替える考え

方について現場の状況判断を踏まえ説明すること。

ヒアリング

（令和2年11月17日）

にて説明

発電所構内雨量又は警戒レベルの判断基準に基づき，代替淡水源

から海を水源とする原子炉等への注水に切り替える。

（EP-061改68(説4)　25ページ参照）

（EP-061改68　1.0.2－566r2参照）

130 令和２年11月13日
常設気象観測装置の機能喪失後，簡易雨量計を設置するまでのタ

イムラグの考え方について説明すること。

ヒアリング

（令和2年11月17日）

にて説明

発電所構内雨量計が機能喪失し，発電所構内の「3時間雨量」及

び「48時間雨量」を把握できない期間においては，気象庁による警戒

レベルを判断基準として設定する。

（EP-061改68(説4)　26ページ参照）

（EP-061改68　1.0.2－566r2-1参照）
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No. 年月日 コメント内容 回答状況 回答内容

島根原子力発電所２号炉　ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力　添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

131 令和２年11月17日 側方流動の検討断面の選定の考え方について説明すること。

審査会合

（令和2年12月1日）

にて説明

３号炉北西側のアクセスルートは埋戻土層厚が厚く，１，２号炉北

側のアクセスルートは防波壁近傍に位置しており側方流動が抑制され

ることから，３号炉北西側のアクセスルートを側方流動検討箇所とし

て選定した。

（資料１－１－１　6,7ページ参照）

（資料１－１－３　1.0.2－133参照）

132 令和２年11月17日 鉄塔の基礎構造図及び支持地盤を図で説明すること。

審査会合

（令和2年12月1日）

にて説明

まとめ資料1.0.2－603～611ページに基礎断面図を記載。

また，第１表に支持地盤の岩級区分，Ｎ値を記載することで支持

地盤の説明とする。

（資料１－１－１　14ページ参照）

（資料１－１－３　1.0.2－593,603～611参照）

133 令和２年11月17日 鉄塔の損傷モードの考え方について説明すること。

審査会合

（令和2年12月1日）

にて説明

鉄塔の倒壊は台風の強風等による倒壊が多く，また，設置場所で座

屈した形となり，鉄塔自体の倒壊範囲は狭いことから，保守的に最

下部から全姿倒壊する損槽モードを想定している。（地震と風の重

畳）

（資料１－１－１　13ページ参照）

（資料１－１－３　1.0.2－597参照）

134 令和２年11月17日 500kV送電鉄塔を評価対象外としている理由を説明すること。

審査会合

（令和2年12月1日）

にて説明

方針変更となるが，500kV島根原子力幹線No.1～3 鉄塔につい

て滑落評価を行う。倒壊した鉄塔がアクセスルートに影響を与える場

合は，設備対策によりアクセスルートの健全性を確保する。

（資料１－１－１　13～19ページ参照）

（資料１－１－３　1.0.2－597以降参照）

135 令和２年11月17日 ②－3図で要員のアクセルルートを説明すること。

審査会合

（令和2年12月1日）

にて説明

図②－３のとおり，明記した。

（資料１－１－１　25ページ参照）

（資料１－１－３　1.0.2－607参照）

136 令和２年11月17日 ８方向で評価している理由を説明すること。

審査会合

（令和2年12月1日）

にて説明

地震動は水平1方向と鉛直方向の同時入力とする。水平方向の入

力方向は，架渉線の影響が強くなりやすい線路方向，腹材の分担

応力が大きくなりやすい線路方向と線路直角方向及び主柱材の分担

応力が大きくなりやすい対角方向の計8方向とする。

（資料１－１－３　1.0.2－616参照）
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137 令和２年11月17日 時間短縮可能な作業内容を具体的に説明すること。

審査会合

（令和2年12月1日）

にて説明

海水取水に使用する大型送水ポンプ車の手順と大量送水車の手順

における，時間短縮が可能な作業について，作業の具体的な内容を

記載した。

（資料１－１－１　34ページ参照）

（資料１－１－３　1.0.2－579参照）

138 令和２年11月17日 配備数の考え方について説明すること。

審査会合

（令和2年12月1日）

にて説明

保管場所における主な可搬型重大事故等対処設備の配置におい

て，予備及び兼用に該当する設備を表内にて識別するよう変更した。

（資料１－１－１　31,38,44ページ参照）

（資料１－１－３　1.0.2－34～41,584,703参照）

139 令和２年11月17日 ⑤の期間における測定の考え方について説明すること。

ヒアリング

（令和2年11月19日）

にて説明

可搬式気象観測装置による３時間及び48時間雨量が確認できるま

での期間は，簡易雨量計にて計測した１時間毎の雨量計測値と可

搬式気象観測装置による１時間毎の計測値を足し合わせることによっ

て，発電所構内雨量を求める。

（EP-061改69(説4)　26ページ参照）

（EP-061改69　1.0.2－566r3-1参照）

140 令和２年11月17日 簡易雨量計の設置等を踏まえた要員の成立性について説明すること。

ヒアリング

（令和2年11月19日）

にて説明

簡易雨量計の設置は，放射線管理要員１名で実施し，作業開始

を判断してから20分以内で可能である。また，夜間及び休日（平日

の勤務時間帯以外）に重大事故等が発生した場合においても，放

射線管理要員３名にて可搬式モニタリング・ポスト設置までの一連の

対応が可能である。

（EP-061改69(説4)　28ページ参照）

（EP-061改69　1.0.2－566r3-2,3,5参照）

141 令和２年11月19日 土石流発生時の要員参集について説明すること。

審査会合

（令和2年12月1日）

にて説明

土石流の影響を受けない参集ルートの確保について追記した。

（資料１－１－３　1.0.2－576参照）

142 令和２年12月16日
土石流の発生確認に用いる監視カメラ，その可視範囲等を説明する

こと。

ヒアリング

（令和3年1月6日）

にて説明

土石流危険区域①，②における土石流発生を確認するために新規

設置する構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）の概要，

設置場所，監視範囲，状況把握イメージ図を追記した。

（EP-061改72(説5)　8～10ページ参照）

（EP-061改72　1.0.2-573～577参照）
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143 令和２年12月16日
土石流発生箇所によって，海水注水切替え等の決定・実施の判断

を実施することについて，その考え方を説明すること。

ヒアリング

（令和3年1月6日）

にて説明

海水注水切替え等の決定・実施は，作業場所周辺（代替淡水源

である輪谷貯水槽（西1／西2）周辺）の土石流危険区域①，②

において土石流発生を確認した場合に判断を実施することを追記し

た。

（EP-061改72(説5)　3,4ページ参照）

（EP-061改72　1.0.2-569,570参照）

144 令和２年12月16日
土石流発生確認後，海水注水切替えの決定・実施の判断を実施す

ることについて，時間軸として有効であることを説明すること。

ヒアリング

（令和3年1月6日）

にて説明

海水注水切替え等の決定・実施の判断基準を「作業場所周辺（代

替淡水源である輪谷貯水槽（西1／西2）周辺）の土石流危険区

域①，②において土石流発生を確認した場合」とし，ホース展張等の

事前準備を行わず，土石流発生を確認後から決定・実施をしても，

重大事故等の対応上，成立することを追記した。

（EP-061改72(説5)　5,6ページ参照）

（EP-061改72　1.0.2-571,572参照）

145 令和3年1月6日 構内監視カメラを確認する要員を説明すること。

審査会合

（令和3年1月19日）

にて説明

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は，重大事故等発

生時に中央制御室において運転員により，また，緊急時対策所にお

いて緊急時対策要員により監視することを追記した。

（資料１－１－１　6ページ参照）

（資料１－１－３　1.0.2－572参照）

146 令和3年1月6日 緊急時対策所での監視の位置づけについて説明すること。

審査会合

（令和3年1月19日）

にて説明

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は，中央制御室に

おける監視と同様に，緊急時対策所において監視可能とすることを追

記した。

（資料１－１－１　6ページ参照）

（資料１－１－３　1.0.2－572参照）

147 令和３年1月21日 資料全般的に，アクセスルートを記載すること。 本日回答

図へアクセスルートを追記した。

（EP-061改76(説6)　1～128ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-404～536参照）
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148 令和３年1月21日 ③－③’断面のシームすべりについて説明すること。 本日回答

シームを通るすべり面について安定性を有していることを確認した旨を

追記した。

（EP-061改76(説6)　41ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-441参照）

149 令和３年1月21日 ⑬－⑬’断面のＤ級すべり等の局所的なすべりについて説明すること。 本日回答

当該断面のすべり安全率を算定するすべり面については，簡便法によ

るすべり面及びシーム等の弱層を通るすべり面を設定すること及び応力

状態から必要に応じてすべり面を追加設定することの説明を追記した。

（EP-061改76(説6)　61～74ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-457～464参照）

150 令和３年1月21日
詳細設計段階において，杭根入れ部の局所安全係数について確認

する旨を記載すること。
詳細設計段階にて説明 －

151 令和３年1月21日 杭下流側のシームすべりについて，保守性を考慮し説明すること。 本日回答

杭下流側のすべりについて，詳細設計段階において説明する方針を

記載するとともに，必要に応じて杭間に杭を追加配置する旨を追記し

た。

（EP-061改76(説6)　112ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-511参照）

152 令和３年1月21日 杭間隔について，同等の杭スケールの実績等を説明すること。 本日回答

杭間の中抜け現象について，詳細設計段階において説明する方針を

記載するとともに，必要に応じて杭間に杭を追加配置する旨を追記し

た。

（EP-061改76(説6)　93，94ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-480，481参照）
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153 令和３年1月21日 地中構造物のモデル化の考え方を説明すること。 本日回答

詳細設計段階において，地中構造物がない場合の検討を実施し，

評価基準値を下回る場合は抑止杭の追加配置を行う旨を追記した。

（EP-061改76(説6)　108～112ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-508～511参照）

154 令和３年1月21日 ⑨－⑨’断面について，斜面上部までを断面とすること。 本日回答

⑨-⑨'断面について，斜面上部まで断面範囲を拡張し示した。

（EP-061改76(説6)　29，32ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-430，433参照）

155 令和３年1月21日 才津谷盛土斜面については，二次元浸透流解析を実施すること。 本日回答

才津谷盛土斜面について，二次元浸透流解析の結果を示し，説明

を拡充した。

（EP-061改76(説6)　13～20ページ参照）

（EP-061改76　1.0.2-411～419参照）

技術的能力　添付資料1.0.2　30/30


